
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

申請に必要な書類 

県条例に基づく福祉手当の申請に必要な書類 

※併せて申請することができます 

（詳しくは、「新潟水俣病福祉手当の申請」をご覧ください） 

 
①認定申請書 

②医師の診断書（任意の様式） 

 
①福祉手当支給申請書 

②魚介類摂取等申立書 

③提出診断書 

④住民票の写し 

⑤戸籍の附票または消除された（以前の）戸籍の附票 

（昭和４０年１２月３１日以前の居住状況のわかるもの） 

 

公健法に基づく「認定申請」 

○「公害健康被害の補償等に関する法律（公健法）」に基づき「水俣病」との認定を求める制度です。 

○ 申請をすると、新潟大学医歯学総合病院で検診(7 回程度)を行ったうえで、認定審査会で審査します。 

○ 認定されると、補償給付や医療給付を受けることができます。 

○ 認定申請中は、「認定申請者医療手帳」が交付され、療養費等の給付を受けることができます。 

申請 新潟水俣病相談窓口または県庁生活衛生課へ書類を提出します。 

検診 新潟大学医歯学総合病院で検診を受けます。 
    (検診料は県または新潟市で負担) 

●神経内科の診察(1 回目)及び諸検査 

●眼科の検査 

●眼科の診察 

●耳鼻科の診察・検査 

●整形外科の診察・検査 

●神経内科の診察(2 回目) 

＊検査日程は随時お知らせいたします。 

処分 県または新潟市が認定審査会での審査に基づき水俣病と
認められるか否かが通知されます。 

 
棄 却 認 定 

認定申請者 

医療手帳 

 

自動交付 

   
＊処分がなされる月

まで、療養費等（医
療費の自己負担分
など）の給付を受
けることができま
す。 

審査 認定審査会で審査が行われます。 

＊再申請をすることも可能です 

補償 ●昭和電工(株)（現（株）レゾナック・ホールディングス）との協定に基づく 

補償給付(一時金、医療費、年金等)または 

●公健法に基づく補償給付(療養費、障害の程度や年齢に応じた障害補償費、遺族補

償費等)のいずれかを選択して受けられます。 


